
 

公共下水道使用 
 開 始 

 中 止 
･ 変更 

世帯主 

送付先 

種  別 

家族数 

届 

       

 

牛 久 市 長 殿 

                                                    令和     年    月    日 

 

牛久市下水道条例第１５条の規定により届け出ます 

※ 

処理分区 

 

下 水 道 使 用 地           牛久市                                                    号室 

住 所          

  （ 送 付 先 ）                                                      号室 

ふ り が な           ※  コ ― ド 

世 帯 主 名          

  （  名    称  ） 

                  

                  ○印  
水栓 

個人 

道順 家 族 数                     人 
電話 

番号 
 

使 用 開 始 年 月 日          令和     年    月    日 中   止   事   由 

使 用 中 止 年 月 日          令和     年    月    日  転出・転居・一時中止・その他 

転出（転居）先住所  

料 金 精 算 方 法          口座振替 現地精算          月    日     時 転出先へ送付 

使

用

上

水

種

類 

Ａ 県南水道  

Ｂ 井戸水計量器有 
使

用

者

区

分 

１ 一般住宅 

Ｃ 井戸水計量器無  水洗トイレ有 ２ 事業所（日量 20 ㎥以下） 

Ｄ 井戸水計量器無  水洗トイレ無 ３ 事業所（日量 20 ㎥以上） 

Ｅ 県南水道・井戸水共用計量器有   

Ｆ 県南水道・井戸水共用計量器無   

使

用

料

金 

基本料金  １ ～ １０㎥                 １，１００円 

超過料金 

１１～ ３０㎥   １ ㎥あたり    １１０円 

３１～ ５０㎥         〃          １３２円 

５１～１００㎥         〃          １５４円 

１０１㎥～         〃          １７６円 

 

備 

 

考  

 

排水設備計画申請書受付番号： 

水栓番号： 

開始指針（改造のみ）： 

建築用途：新築（一戸建て ・ 建売 ・ アパート） 賃貸一戸建て  改造     

 

〒 

〒 


